
132-参-予算委員会-19号 平成 07年 04月 20日 
 
○峰崎直樹君 実はきょうは総理大臣がおられないということで非常に残念だなと思って

いるわけであります。どうして残念かといいますと、今度五月二日から中国へ行かれる。

実は私も去年の五月のゴールデンウイークに中国へ行ってまいりました。そして私、一九

八四年、十年前にも中国へ行って同じコースをたどって見てまいりました。特に深圸とい

う町へ行ったとき、その余りの変貌の実態を見て、これはすごい、まさに香港とほとんど

変わらないようなすばらしい、あるいはすさまじいと申し上げていいんでしょうかその経

済的な隆盛というものについて目の当たりにしたわけです。今度、総理が中国へ行かれま

すので、ぜひそういった点も含めてと思ったんです。 
 実は驚いたことがもう一つございまして、十年前にはほとんど気がつかなかったんです

が、町を歩いたときに、漢字が二つ書いてあって「ＯＫ」と書いてあるんです。何がオー

ケーなんだろうなと思って夜見たら、実はそれネオンサインがついているわけです、「ＯＫ」

と。 
 中国へ最近行かれた大臣はいらっしゃいますか。最近はないですか。武村大臣、何だと

思いますか。 
 
○国務大臣（武村正義君） カラオケです。 
 
○峰崎直樹君 そうです。カラオケなんです。 
 私は今カラオケの話をいたしましたが、どうも日本の経済がある意味では先進国に追い

ついたときに、大抵非常に経済が隆盛をきわめた地域というのは必ずそれ特有の文化を生

み出すと言われているんですが、アメリカがかつてアメリカンウェー・オブ・ライフと言

われて、アメリカ人らしい生活様式、アメリカのはジャズであるとかプロ野球であるとか

あるいは車であるとか、では日本はどんな文化を生み出したのかなということを考えたと

きに、これは私、余り冗談ではなくて、カラオケというのは一つの立派な文化をつくって、

東南アジアヘ行ってみるとどんどんそれが広がっているんです。私もクアラルンプールに

一九九〇年に行ったときに、クアラルンプールでもカラオケのボックスがございました。

どんどん中国へ入っています。 
 そういう意味で、私、ちょっとカラオケの話から話をしたのは、きょうはもう恐らく大

分退屈をされているでしょうからそういう話をしたんですが、これは知的所有権の問題が

どうなっているのかとちょっと調べてみたんです。例えばカラオケをどのぐらい輸出して

いるんですかと通産省で調べたら、テープ方式のカラオケのみわかるけれども、最近のは

やりのいわゆるレーザーディスクを使ったようなもの、これはわからない。全部、民生用

電子機器全体となっている。まして東南アジアの国々にどれだけ輸出しているかもわから

ない。 
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 東南アジアの国々、とりわけ中国といったような国々はこういう日本の知的所有権と言

われているものがどのように使われているのかということについて、実はアメリカと中国、

この間大変な交渉をやっていましたが、日本においてもこの問題をやがてつくっていかな

きゃいけないんじゃないでしょうか。日本の文化、日本のいわゆる知的所有権と言われて

いるものの問題でございます。 
 その際、ソフトに関する著作権、これは文化庁に調べていただいたところ、これはソフ

トウエアですからその著作権は特許庁じゃないんですね。それを調べたら、文化庁には資

料がございませんということだったんです。（「予算がない」と呼ぶ者あり）予算がないん

だったら予算をつけなきゃいけないんですが、これからこの種のいわゆる知的所有権と言

われているものの輸出というのはどんどんふやしていかなきゃいけない。 
 私たちがアメリカ映画を見て、最近、知的所有権の影響だと言われているんですが、終

わった後、この間も最近の一番新しいアカデミー賞の「フォレスト・ガンプ」というのを

見ましたけれども、一番最後にずらっと次々とスタッフの名前からもう全部出てきます。

何であんなに長いんだろうともううんざりするほど長くあります。それは全部知的所有権

をそこで保護しているんだということをいわゆるアピールしているんだと思うんですね。

そのくらい非常に敏感になっています。 
 その意味で、私は今後これからの貿易ということを考えたときに、ＷＴＯでもこれから

始まるだろうと思いますが、今ソフトに関する日本の著作権、例えばアニメだとか、日本

では映画はだめだけれどもアニメは輸出している、これも一つの日本の文化かもしれない。

そういう意味で、経済がある意味では今大変、きょうは円高問題の集中ですからそういう

議論はもうここで終わりにしますが、もっとこういった点についての文化庁予算もふやし、

知的所有権をきちっと保護していく、そういう体制をつくっていかないと、このアジアの

国々において我々はこれからいろいろと、ＡＰＥＣ等もあるわけでありますが、ひとつそ

の点をよろしくお願い申し上げたいというふうに思うわけです。 
 それと、総理がおられないんで、官房長官、もう一つ申し上げておきたいわけです。 
 もう時間が残り少ないわけでありますが、ある学者の方々から政治家に対して要望が出

されたんです。それは日本の政治家がアメリカや外国へ行かれたときに、政府高官やプレ

スの人たちだけと会うのではなくて、できれば大学に行って、そして日本の政治情勢なり

今直面している日本の課題、世界の課題なりをぜひ講演しなさいと。 
 それはどうしてなんですかと言ったら、いわゆる草の根交流をするときに、やっぱり大

学に行って学生さんや教授の人たちを相手にしてそこでスピーチをする、日本の政治家が

しゃべる、これは非常にこれから重要になってくるんじゃないかなと思われます。これか

らハリファックスのサミットだとか、あるいは四極通商会議に通産大臣も行かれるでしょ

う。あるいはＧ７にも行かれるで 
しょう。あるいは一人一人の政治家もこれからはそういう動きをしていく必要があるのか

な、それが広い意味での国際交流、国際連帯ということがあるのではないかということで、
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時間がなくなったらまずいので、その点を先にお話を申し上げ、要望しておきたいと思い

ます。 
 それでは、早速細かい緊急対策から入っていきたいと思います。 
 私も実は与党の円高対策プロジェクトチームのメンバーに加えていただきましたので、

今度の内容についてある意味では責任を持つ立場にある、与党の案に対しては責任を持つ

という立場にございます。そういう観点で、まず今度出された案に対して私自身いろいろ

考えている、補強という立場でいろいろと質問させていただきたいわけであります。 
 円高の要因の問題については、もうるるお話がございました。そこで、いわゆる八十円

を切るまでの直接的な要因は何なのか。これは投機筋に、自動車あるいは同部品交渉につ

いて、これが不成立の場合にはもう七十円台に突入しますよということのシグナルだとい

うふうに見るべきだという、そういう声が出始めているわけです。その際、だから自動車・

同部品交渉についてこれはある意味ではもう譲ったらどうだと、こういう実は意見が出て

いるんですが、私はこれについては基本的に反対なんです。 
 通産大臣にお聞きしたいわけですが、つまりこの交渉は日米でやっていますが、この日

米の交渉というのは世界が見ている。もしこれで日本が安易な数値目標を結んだ場合には

アジアの国々やＥＵはどういうふうに思うのかその点お聞きしたいと思います。 
 
○国務大臣（橋本龍太郎君） アジアの国々、ＥＵ共通して申し上げられますことは、包

括協議の外であるということを再三確認をしながら、なおアメリカが大変こだわっておら

れるボランタリープラン、これに日本が屈伏するとすればこれは大変なことである、ここ

は日本がしっかりと踏みこたえてもらいたい、これが一点であります。 
 同時に、二点目は、アメリカに対して妥協するならそれは我々にも均てんされるべきで

あるという考え方でありまして、これはＥＵ、アジアの各国に共通した姿勢と申し上げて

間違いないと思います。 
 
○峰崎直樹君 その意味で、私たちは自由貿易体制というものをやはり堅持していこうと

いう観点に立っております。 
 その観点で、今度は大蔵大臣にお聞きしたいわけですが、実は与党で議論をしたときも、

最近の円高になっている要因の中に、アジアのイマージングマーケットと言われている

国々のいわゆる円買いドル売り、それが非常に大きな要因になっているがゆえに、その対

処方法としては、いわゆる非居住者がＴＢを買うこと、あるいは日本で非居住者が預金を

しております、その預金をしているものに利子つけるなとか緊急避難だけれども、そうい

う対応をとったらどうだ、こういうことがあると言われておりました。 
 私は、日本という国は、自分の国が困ったら外国に対して非常にある意味では、おまえ

さん方今度は利子つけないぞとか、さまざまなやり方をやるという点で、これはいわゆる

円を国際化しようというときによくないというふうに考えているんですが、この点いかが
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お考えでしょうか。 
 
○国務大臣（武村正義君） まずアジアの通貨当局の間で、お話しのように、外貨準備の

一部をドルから円あるいはマルクに資産がえする動きが活発化しているという報道がある

のは承知をいたしております。各国とも基本的には数字までは公表いたしておりません。

そういう意味で数字で確認することはできませんが、市場関係者の話を総合すれば、円借

款など円建ての負債に見合った円建ての資産を持つことで円高による返済負担の増加とい

うリスクを軽減させようという意図があると、こういう解説がなされておりますし、事実

そういうことではないかというふうに認識をいたします。 
 今回インドネシアに行ったときに、二、三の各国の関係者と会話を交わしておりながら

も、こういう事実があると、数字まではわかりませんが、確認をいたしました。 
 
○峰崎直樹君 ぜひ私は、こういうところで国際性といいますか、国際的な姿勢を示すべ

きだというふうに思っております。 
 さて、日銀の介入のあり方の問題についてお聞きしたい。日銀にではないですね、日銀

介入ということは大蔵省にお聞きするということになるんでしょうか。 
 それはいわゆるヘッジファンドと言われているものが投機を進めているということであ

れば、それに対してどうも日本の介入の仕方というのは余りうまい方法をとっていないん

じゃないか。つまり投機筋が、大体今度は日本はこういうふうにやってくるだろう、こう

いう扱いをするだろうということをそのまま読んで、実はそれを見られているがゆえにこ

のままずっと円高が進んできているんじゃないのかということがございます。 
 実はこれは三月の初旬だったでしょうか、宮澤元総理だとか、ダラーラさんだとか、あ

るいはリチャード・クーさんたちが日曜日に対談をいたしましたね。そのときに、ダラー

ラというアメリカの元財務省の役人だったんですが、この人がこういうふうに言っている

んです。 
 介入をするときには、のべつ幕なしに介入しちゃだめだ、潮どきがあるはずだと。いわ

ゆる市場の中で、どうやらこれは変わりそうだな、そのときに効果的にしかもかつ協調し

てやらなきゃいけない。この間の介入のあり方というのはどうもこういう介入であったの

かどうなのかちょっと私ども確かめようがないんですが、どうでしょうか、大蔵大臣、こ

の点ひとつ御意見があればお聞かせ願いたい。 
 
○政府委員（加藤隆俊君） 市場への介入の有無についてコメントすることは事柄上差し

控えさせていただきますが、今までの国際会議の議論において私どもは、どちらかといえ

ば市場での対応ということに対する信頼感と申しますか利用価値というものを他のＧ１Ｏ

なりＧ７通貨当局よりも重きを置いて見る傾向があるというのは、これまでの私どもの間

の議論の中ではそんな流れがあったような感じもいたしております。 

 4



 
○峰崎直樹君 何かおっしゃっていることがよくわからない。 
 それで、大蔵省の大先輩の大場智満さんが、私ども与党が実はレクチャーを受けたとき、

要するに損をするような介入をしたら、つまり日本国民にとってそれは損をさせているん

だから、こういう介入は間違いですよと。やるからにはぜひとも日本の国民に利益がある

ような対策を打ってもらいたいなというふうに思います。これは要望でございます。 
 緊急対策としてまだたくさん考えていることはございますが、以上を申し上げまして、

続いて今度、金融の問題をちょっと話をさせていただきたいと思います。 
 まず日銀総裁にお尋ねしたいと思うんですが、先ほど来の金利の問題ですね。ドイツが

いわゆる公定歩合を引き下げた。日本はそのときに低目誘導だったんですね。なぜ日銀は

協調して進めなかったのか。 
 先ほど来の答弁を聞いておりまして、日銀の金利政策は、もちろん専管事項だというこ

とは私もわかるんですが、先ほどからずっと聞いておると、景気がまずどうなるかという

ことを非常に重視されておりました。為替のためにやらないと。しかし、為替が日本の経

済に大変なダメージを与えたわけです。急速な円高は非常にこれは悪影響があるとした場

合には、日米の金利差問題を含めて先ほどの協調介入と同じように金利政策としてきちん

と対応すべきだと思うんですが、その点いかがお考えでしょうか。 
 
○参考人（松下康雄君） 私ども確かに金融政策を発動する場合に、それを直接に為替レ

ートをどうする、あるいは例えば株価をどうするというようなことを個別の目的として発

動するということは 
適切ではないのでありますけれども、やはり総合的な経済情勢を判断しまして金融政策を

発動するということになりますれば、例えば為替市場の動向あるいは株式市場の動向が実

体経済あるいはその実体経済の今後の方向につきまして非常に大きな影響を与えると認め

ました場合には、当然そのことを織り込みました上で全体の経済に対してどう対応してい

くかということを考えているわけでございます。 
 この考え方は、実は現在の各国の主要通貨当局も同様の判断をいたしているわけでござ

いまして、例えば先般、今お話しのございましたドイツが公定歩合を下げましたときの発

表によりますと、ドイツの中央銀行はその政策目標の中間的な目標として、マネーサプラ

イと申しますが、通貨の供給量を中間目標に置きまして、この動向を見ながら金融政策の

発動をすると。今般、この目標といたしておりますＭ３という種類の通貨のサプライが非

常に停滞をしてまいった、これが経済状態に及ぼす影響の一つの停滞のシグナルであると

受けとめて自分たちは公定歩合を引き下げたというふうに申しております。 
 もちろん結果的に見ますと、そうやって公定歩合を引き下げました効果が今度は逆に為

替なりあるいは近隣国の金融政策なりに影響を持つことも事実でございますから、ただ発

動の考え方といたしましてはそういうふうにいたしておるということでございます。 
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○峰崎直樹君 松下総裁、今お聞きしたとき、為替相場に対してそれを直接とは見ないと

おっしゃいましたけれども、諸外国の中央銀行は信用システムを維持しなきゃいけない、

それと自国の通貨の価値を安定しなきゃいけない、これが二つの大きい課題ですね。そう

すると国内における通貨価値、これはもちろんフローにおける物価上昇とかストックにお

けるインフレだとか、これについてもちろん見なきゃいけない。そうすると国際的な通貨

というのは立派にこれは円の価値を安定させるという課題に入るんじゃないですか。 
 それで、もう一つお聞きします。 
 私は、どうもそこら辺も含めて考えたときに、これを決めるのは日銀の政策委員会です

ね。政策委員会の構成というのは一九四九年以来ほとんど変わっていない。しかも、日銀

法というのは一九六一年以来ずっとたなざらしにされたままです。日銀法は昭和十七年に

できているんです。これはもう非常に何といいましょうか、読んでみてびっくりするよう

な中身でございますよね。 
 「政策委員会ハ委員七人ヲ以テ組織ス」、第十三条ノ四。その中に、日銀総裁、大蔵省、

経済企画庁代表者、次に金融業を代表する者として地方銀行それから都市銀行ですか、そ

れから商業及び工業に関し識見を有する者、農業に関しすぐれたる経験と識見を有する者、

これだけですね。間違いありませんね、これは。 
 そうすると、これは今の産業構造を反映したものになっておるんでしょうかね。これは

もともと、こういう政策委員会というもの以上に日銀というものの全体の中の金融のあり

方みたいなのがあるのかもしれませんが、そういった点も含めて日銀総裁がこの問題につ

いて日銀法をどのようにされようとしているのか。 
 これは片仮名で書かれています。しかも、第四十二条には「日本銀行ハ主務大臣之ヲ監

督ス」と書いてある。大蔵大臣が監督する。そうすると、日銀の専管事項だと私たちは言

っているけれども、それは経験則でずっと言っているのであって、きょうは法制局長官は

来ていませんが、法律上ずっと追求していったらこれは大蔵大臣がやっているんだよとい

うことになっちゃう、あるいは問題があれば大蔵大臣が指摘するということになっちゃう

んです。 
 この点、今の問題を含めて私は、もう少し日銀の中で機動的に今の世界経済あるいは国

内の実態というものが非常にきちんと反映されるようなものに、政策委員会の構成も含め

てどうなっているのかなということをわからないものですから、そこら辺も含めて教えて

いただきたい。 
 
○参考人（松下康雄君） 初めに、まず各国の通貨当局の政策目標についてでございます

けれども、私も就任以来何回か各国の中央銀行総裁と会談をする機会も持ちましていろい

ろ意見を交換したこともございますけれども、やはり現状におきまして、各国が国際通貨

制度との関係で自国の金融政策をどういうふうに動かしていくかというときの考え方の基
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本は何かという点につきましては、それぞれの国が自分の国でインフレなき持続的な経済

成長を達成できるようなそういう経済政策をみんなの国がそれぞれとっていくことで、そ

れを全部ならした場合に為替レートというものの実質的な安定が達成されるという意見を

お持ちでございました。私もそれはごもっともなことであると思いまして、私どもといた

しましてもそういう基本的考えをとっておるところでございます。 
 それからただいまの政策委員会でございますが、これは御承知のように、戦後間もなく、

昭和二十四年でございましたか日銀法の改正がございましてその制度が採用されましてか

ら今日まで続いているところでございます。その間、日銀法は戦前の立法でございますの

で、その法律の書き方でありますとか構成でありますとかにつきましては、ややその時代

の空気を今日そのまま残しているというところはございますけれども、戦後の日銀政策委

員会制度の導入ということによりまして中央銀行の独立性の尊重という本来的な一つの柱

を立てていただいて、その後その点はこういう精神の中で政府の中におきましても御理解

をいただきながら今日まで運営をしてきているところでございます。 
 この法律全体につきまして、あるいはよい時期がございましたらば、今のような制定の

経緯でございますから見直しを考えるべき時期が来ると思いますけれども、現状、ここの

部分だけが特に支障があるからという、そこを変えるべきであるというふうには私は考え

ておりません。 
 
○峰崎直樹君 なぜその話をしたかと言いますと、大蔵大臣、日銀総裁と、八六年から八

九年、九〇年までのバブル、今は二つの信用組合の救済とかいろいろなことを言っていま

すけれども、あのバブルを起こしたことの責任というのはどこにあるのかということが公

的な場で実は明確になったことは余りないんです、いろんな人からいろんなことを聞いて

いると。それはじゃどちらにあるのかといったら、それは日銀の金利でございます、いや

片や大蔵省のあれですという、そういう意味でも責任の所在があいまいになるようなもの

を日本に残しておいたらまずいのではないかというふうに考えるんです。この点はもうこ

れ以上時間がありませんからお話し申し上げませんが。 
 そこで、いよいよ五月の連休を前にしてこれから海外旅行のシーズンになってまいりま

す。何か急にまたちょっと話があれになっちゃうんですが、なぜそんな話をしたかという

と、四月十一日のある新聞に、東京銀行がドルの両替手数料の引き下げ、十七日から一〇％

と。私もこれを見ていささか驚いたんです。 
 今まで一ドルを両替する、私たち最近はトラベラーズチェックとか別のものを使ってい

ますが、昔はドル紙幣に円からかえるんですね。そうすると、一ドルかえるごとに大体こ

れは三円です。ドルからまた円にかえるときにまた三円でしょう。そうすると六円ですね。

これが実は何と一九七〇年代の前半あたりから変わってない。つまり一ドル三百六十円レ

ートのときも六円、そして九十円になったあるいは八十円になった今も六円。ずっと調べ

てみたら、これは全部の銀行が横並び、同じです。これはＡ行、Ｂ行としか言ってくださ
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いません。Ａ行だけがようやくドル売りが二円八十銭で買いが三円というところが一つあ

るだけで、横並び。 
 それから証券取引法第百三十一条による現行株式委託手数料というものですが、十億円

を超えるものは自由になりましたよと言っているけれども、各行のは、ＡＢＣＤはいいん

です、全然教えてくれないんですよ、証券局は。証券会社はこれは公表しておりません。

これは全然わからない。 
そして銀行の、例えば私たちがキャッシュカードを使ったりいろいろ両替手数料を振り込

んだりする、その手数料を各行ごとにそれを全部一覧表につくれませんかと言ったら、一

行ずつべろべろっと来た。これを横並びにするだけでもえらい時間がかかった、きのう来

たんですけれども。資料を請求してもえらく不親切なんですよ。 
 私はなぜそういうことを言うかというと、これは公正取引委員長にお尋ねしますが、こ

のいわゆる手数料であるとか、大蔵省関係の手数料やあるいは金利は今自由化をされたと

いいますが、そういうものについて一般に非常に、カルテルとは言いませんよ、カルテル

があったら大変なのかもしれません、しかし横並びがずっと続いていったり、しかもそれ

が長い間続いたりしているんですね。そうするとこれは、一番規制緩和が進んでいないの

はあるいは自由競争が進んでいないのは大蔵省管轄のところじゃないのかという批判を受

ける。そうすると公正取引委員会の委員長が、歴代ずっと委員長をやっておられると疑わ

れちゃうんじゃないでしょうか、どうなんでしょうか。 
 この点、決して私は小粥委員長にあなたがそうだと言っているんじゃなくて、そういう

状況にあるということをどのようにお考えになるのか、あるいはもしそういうことではな

いということであれば御意見をお伺いしたいと思うんです。 
 
○政府委員（小粥正巳君） ただいまのお尋ねでございますけれども、金融あるいは証券

業界において手数料その他金融商品の価格が横並び的、そのような現象が見られるのでは

ないか、そういう御指摘でございます。 
 私どももこれらの業界における金融商品の価格については大変関心を持っているところ

でございますし、比較的最近もヒアリング調査などを実施したところでございます。 
 ただいまの御指摘にありますように、具体的な例えばある手数料というように、金融商

品の価格が競争事業者間で全く横に並んでいる、そういう現象があったといたしまして、

その場合に、もしその事業者間で例えば情報交換等が行われている、それによって暗黙の

了解でありますとか共通の意思が形成されていると、もしそういう事実があるあるいはそ

の疑いがあるという具体的な端緒がありましたら、これはもう申すまでもございませんけ

れども、私ども当然独占禁止法の立場から厳正に対応する所存でございます。 
 ただ、念のために申し上げますけれども、この事業者間の競争の結果として、これは一

般的な表現でございますけれども、ある商品の価格が同一の水準に競争の結果収れんする

ということはこれはあり得るわけでありますから、その結果が同じ水準であるということ
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をもって直ちに独禁法上問題にするということはできないわけであります。しかし、強調

を申し上げたいのは、価格が具体的に形成されるその形成の過程におきまして事業者間で

公正かっ自由な競争が行われているかどうか、そこのところを私ども常に注目をしている

わけでございます。 
 そこで、今、一般的な御指摘をいただいたわけでございますが、あえてつけ加えさせて

いただきますと、御指摘の金融・証券業界のように、例えば信用秩序の維持でありますと

かあるいは利用者保護の見地から、これは御案内のように、例えば参入規制が厳格に行わ

れております。あるいは今お取り上げになりました価格の規制、これも少なくともこれま

ではかなり行われておりましたが、これが今御指摘もありましたけれども、最近のいわゆ

る国際化、自由化の流れの中で、この金融商品につきましては価格についての規制はかな

り大幅に緩和をされてきた。例えば昨年の十月に流動性預金金利の自由化が行われました

ように、現在その預金金利の面ではほとんど規制というものはなくなった、こういうふう

に見ておりまして、私ども競争政策の見地からは大変これは評価したいと思っております。 
 ただ、申し上げたいのは、このように政府規制が厳しく行われてきた業界では、その業

界にともすれば規制緩和後もいわゆる横並び的な行動なり意識が残っているということは

私ども端的に感じておりますので、これらの点につきまして本当に公正自由な競争が行わ

れているかという点を常に関心を持って注視していきたい、また必要に応じていろいろな

調査も行っていきたい、こういうふうに考えているわけでございます。 
 
○峰崎直樹君 本当にぜひとも、大蔵省出身者であるがゆえにここは甘くなっているんじ

ゃなくて、よく知っているがゆえに逆に厳しくと、これぐらいの実は私は対応をやっても

らいたいと思うんです。 
 アメリカのＳＥＣ、証券取引委員会ができたのは、あれはたしかケネディさんのお父さ

ん、この人は大変この種のことに関しては悪いことをやるというか、よくそういうことを

やっておられた方らしいですね、よく存じておりませんが。それで、そういうことまでや

れるんだからよく裏の裏を知っているだろうということでつけられたそうです。 
 そういう意味では、私はやはりこれからの政府が任命する各種委員というのはそういう

人でないとまずいのかなというふうに、いや、そういう人というのは悪いことをするとい

うんじゃないんですよ、よく知っていらっしゃってそれをちゃんとふさげる人と。 
 ちなみに、私は国会議員になってまだ二年半で本当にまだよくわからないですが、最近

つくづく思うんですが、あの政府の任命する委員の方で、よく国会で承認案件になります

ね、どういう経歴でどういう経綸を持っていらっしゃるのか。アメリカでは、上院できっ

とあの種のものは全部審査保をして、そしてああこの人は清廉潔白だ、この人はこの行政

をやるのにふさわしいということを国民の監視の前で実はやっておられるというふうに聞

いております。私はそういう格好に変えるべきではないかなというふうに思っております

が、これは個人的な見解でありますから、また別途いろいろと皆さん方にぜひ議論願いた
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いと思います。 
 さて、金融の面で最後にちょっともう一つお聞きしたいと思うんですが、それはＢＩＳ

規制というやつです、バーゼルにあるＢＩＳ、国際決済銀行の。今、デリバティブまで拡

大されて検討している、こうおっしゃっているんですが、その前に、一九八八年に導入さ

れたこのバーゼル合意、ＢＩＳ規制、ティアⅠが四％でティアⅡが四％、その後ろの四％

は含み益を四五％まで算入してよろしい、最初の方は八％を自己資本、ですから十二・五

倍までしかいわゆる与信機能ができない、こういう仕組みですね。それで、大変これはミ

クロ的に見たら銀行を非常にある意味では規制をしていくのにはうまかったと思うんです

が、この大不況の中で、平成不況の中で、この含み益四五％を入れたことがかえって実は

うまくなかったんじゃないのかなというふうに言われているんです。 
 これは大蔵省の専門家にお聞きしたいんですが、つまり与信機能が本来ふえなきゃいけ

ないときに株価が下がっちゃってその含み益が少なくなっていった、そうすると与信機能

が減っていくわけですね。だから、そうすると非常に圧縮しなきゃいけないという大変ま

ずいシステムじゃないか。そうすると、これは例えばセーフガードを入れるとか、そうい

うものを入れておかないとまずいんではないかというんですが、この含み益四五％を入れ

るというふうに言ったのは日本だというふうに言われています。 
 そこら辺も含めて、余り時間がありませんが、少しその点の問題点をどう解消されるの

かそしてデリバティブが入ってきたときの規制のあり方はどのような方向で考えられてい

るのか明らかにしてもらいたいと思います。 
 

○政府委員（西村吉正君） いわゆるＢＩＳ規制におきまして、ディアⅡ項目の一つとし

て株式の含み益というものを算入いたしましたのは、会計上の処理の取り扱いが各国にお

いて少し違いがあるということが原因でございます。再評価準備金を自己資本に算入でき

るというような国と日本は違いまして、そういうことが認められていない我が国が金融機

関の競争上不平等にならないようにと 
いうことで、競争の一層の公平性を図るという見地から、御指摘のように、我が国が求め

てこのような取り扱いを認めてもらったと、こういう経緯でございます。 
 これがよかったか悪かったかということについてはいろんな評価があり得ようかと思い

ますけれども、私どもは当時以降、日本の金融機関の経営の実態からいたしまして、自己

資本の計算上このようなやり方が望ましいということでやってきておるわけでございます。 
 ところで、その後、株式の価格というものが変動いたしまして下がってきておることが

この自己資本比率の達成ということにどういう影響を与えておるかということについては、

非常に大きな問題ではございますが、幸い現在のところ八％を超えるということについて

非常に大きな支障になっているという状況ではございません。今後、そういう問題を考え

ながら対応していきたいと存じております。 
 なお、こういう従来からの自己資本比率規制は信用リスクと言われているものを対象と
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したものでございますが、最近、デリバティブ取引の発達等にかんがみまして、信用リス

クのみならずマーケットリスクをも考慮に入れたものとすることが必要だという改革案が

発表されております。現在、国際的にこのような方向でまとめられようとしておるところ

でございますが、デリバティブ取引が適正に行われるための環境整備として適当なもので

はないかと考えておるところでございます。 
 
○峰崎直樹君 金融の方はそれくらいにして、今度財政の方でちょっとお伺いしたいと思

います。 
 今度の政府案の中で、大変私は大きな画期的な中身が入っているんじゃないかと。それ

はいわゆる赤字国債も含めて今度の補正予算を組んでいくという決意がなされたわけです。

これは今後とも私は、基本的に従来の建設国債と赤字国債という、四条と特例という、そ

の分け方は非常に問題が多くなってきているんじゃないかというふうに思っているんです。 
 その点ひとつ、大蔵大臣、当局は恐らくかなりいろいろ財政的なことを考えたんでしょ

うが、私の条件は、別途この財政の節度をどのように守るかという歯どめの議論は必ず置

かなきゃいけないけれども、しかし赤字国債、建設国債というこの分け方の問題について

は、建設国債は将来道路やそのものが残るからいいとかそういうような問題ではちょっと

大変なんじゃないかなというふうに思っているんですが、その点いかがでございましょう

か。 
 
○国務大臣（武村正義君） 今回の円高という事態に直面して我が国の経済政策を政府と

して打ち出していく中で、いわば内需主導の柱になる補正予算の対応をどうするかという

ことが真剣な議論になりました。震災発生以来、この震災の財源をめぐってはいろんな議

論が国会でもございましたし、どちらかといえば、もう国債だという主張も多うございま

したが、国民全体の共感の中である程度の負担もやむを得ないという御主張もあったよう

に思っております。 
 しかし、三月以来の円高局面というのは日本経済全体の情勢を大きく変えてきているわ

けでありまして、いわばこういう非常事態に直面をしているということを認識いたします

と、私もここはもう目をつむって公債の発行を肯定し、その中には当然、今の税収状況等

を見ますと、震災だけに関しても瓦れき対策等も継続してまいりますから、いわゆる建設

国債では対応できない費目もたくさんあるわけです。そういう意味で、赤字国債の発行も

避けて通れないという認識を持ち、今回のような姿勢を打ち出すことに相なった次第であ

ります。 
 問題は、今後どうするのかという議論でありますが、確かに赤字国債と建設国債をずっ

と議論してくる中で、赤字国債はだめ、これはもう二度と出してはいけないという思いが

確かに大蔵省にもありましたし、国民の皆さんの中にもあったと思うんです。建設国債は、

まさに名前が建設であるように、将来資産を残していく、したがって将来世代も負担をす
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るというのはそれなりの合理性もあるということから、何となく建設国債が充当できるも

のはもうどんどん充当していくという状況に変わってきております。赤字国債はやめる、

しかし建設国債はどんどん目いっぱい出資金であろうと何であろうと充当すると。最近は

研究者の研究費まで建設国債ではどうかという議論も起こっているわけであります。 
 これがしかし、結果的にはまた公債増発の道に通じていることも事実でございますだけ

に、この辺で、この局面で公債を発行して日本の経済対策は真剣にやっていくということ

は、今年度の補正対応としてはこれでやっていきたいと、しかし当然財政再建をどうする

かという、今まででもかなり大きな公債の累増があり、あれだけの数兆円のやりくり算段

といいますか、をしながら御批判を受けて予算をお認めいただいている状況でございます

だけに、国会も政府もどういうふうにこの我が国の財政を健全化する方向で対応していっ

たらいいのか、これはまた真剣に議論をしなければいけないというふうに思っております。 
 
○峰崎直樹君 私が評価をすると言ったのは、今回の対策で何が注目されているかという

と、やっぱり政治が本当にこの危機を受けとめたなということのあかしたと思うんですね。

従来、公共投資というものの配分のあり方が運輸、農水、建設の中ではほとんど変わって

いかない。何だ、ほとんどこれは官僚機構に牛耳られたまま、実はそれを追認しているに

すぎないじゃないか。そういう意味で、これはそれを認めてきた我々政治家にも全部問題

があるのかもしれませんが、そこのところを変えていく。今度は情報産業のインフラをつ

くったり、そういう意味では大きく変わっているわけです。これをそのまま来年度予算の

編成の中にも貫くということが入るとこれは、あっ、日本は違ってくるなというふうに思

われるんです。 
 そこで、我々日本は輸出国です。もう世界でも有数の輸出国だと思うんですが、日本の

国内における学校教育の中でパソコンの普及率は諸外国と比べてどうだということをお聞

きしておりましたけれども、文部省ですか、これをちょっと教えてください。 
 
○政府委員（井上孝美君） お答え申し上げます。 
 社会の急激な情報化の進展に対し適切に対応するため、文部省といたしましては学校に

おける情報教育の充実に努めているところでございまして、コンピューターの整備等を積

極的に進めているところでございます。 
 文部省が毎年実施しております情報教育の実態等に関する調査によりますと、平成六年

三月末現在コンピューターを設置している学校の割合は、小学校におきましては六六・一％、

一校当たり平均五・三台でございます。中学校におきましては九八・四％で、一校当たり

平均二十二・一台。 
 
○峰崎直樹君 国際比較なんです、聞いているのは。国際比較。 
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○政府委員（井上孝美君） 後ほど申します。 
 高等学校におきましては九九・九％で、平均五十二・七台となっております。 
 また、諸外国におけるコンピューターの普及率につきましては、国際教育到達度評価学

会の先進諸国についての調査によりますと、一九八九年時点のアメリカにおける一校当た

りの設置台数は、小学校で十六台、中学校では十八台、高等学校では二十七台でありまし

て、旧西ドイツでは中学校十一台、高等学校十四台となっているところでございます。 
 
○峰崎直樹君 やっぱり小学校、中学校あたりからパソコンを駆使してそしてやり始める

ということは、今後の我々情報化社会をつくっていくときには物すごく大きい知的インフ

ラになってくるんじゃないでしょうか。 
 これは後で産業政策を通産大臣にもまたお聞きしたいと思っておるんですが、その意味

でこれからの公共投資ということを考えたときに、ヒューマンキャピタルというところに、

人材というところの育成に金が行かないと、実は日本の国自身、二十一世紀というのが大

変危ういというのが大体 
合意事項になってきたんじゃないですか。そうしたら、そこにどのように財源的にインフ

ラをつくっていくためにやるのか。 
 ある外国人が、アメリカ人だったか忘れましたが、東北地方を明治の初めに歩いて、一

番立派な建物はその町の小学校だったと。つまり明治の初めにそれだけ教育にかけて日本

の今日の繁栄があると言われているんですよ。 
 その意味で、これから六百三十兆円の公共事業が行きますが、もちろん必要な道路だと

かそういうインフラを整備しなきゃいけないと思うんですが、将来、二十一世紀の高齢化

社会になったときに、六百二十兆円まで広げて、もちろん単年度じゃありませんが、そう

なったときにある意味ではメンテナンスというのが本当にやっていけるかという心配があ

るんです。ダムにしてもしかりです。砂がたまっていくダムだとかひび割れがしているん

じゃないかとか、そういう声も出ているわけです。その意味では財政政策のあり方を、私

は、ここに本当は総理がおられれば、総理どうですか本当にここで変えませんかと。我々

政治家の方もそのかわり考え方を変えなきゃいけないと思うんですが。 
 これは官房長官にお聞きしていいんでしょうか、大蔵大臣にお聞きしていいんでしょう

かぜひそこの決意みたいなものを短時間で。大蔵大臣、どうでしょうか。 
 
○国務大臣（武村正義君） 私どもは、今のお話のとおり、かなり積極的に変えていかな

ければならないと思っています。もう事務当局もそういう努力をここ二、三年始めている

わけでありますが、しかしこれは国会といいますか政治のさまざまなかかわりもありまし

て、なかなかある部門、ふやすところは大体いいのでありますが、削るということに対し

てはすさまじい抵抗が出てまいります。昨年度漁港が減ったとしますと、ことしはもうそ

の漁港をちゃんと修復してもらいたいと、こういうリアクションになってきますから、な
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かなかこれは容易じゃありません。 
 しかし、たとえ〇・一であれ〇・〇五であれ、何年かかけてこつこつ努力をしていこう

というのが私どもの意図でございましたが、今回、幸いこういう補正措置という中では、

むしろそういう枠にとらわれないで何が必要なのかということから情報通信や研究開発と

いうふうなことが政府、与党で合意をされたわけでございますから、こういうことが一つ

の実績になって、もう少し思い切って予算のシェアを変えていくきっかけにすることがで

きるのではないかというふうに思っております。 
 大蔵省としましても、ぜひ限られた貴重な国民の財政が時代の流れに有効に働くことが

できるように一層、何にどう限られた財源を充当させていただくか、どういうシェアで進

めさせていただくか、今まで以上に真剣に取り組まなければならないと思っております。 
 
○峰崎直樹君 ある意味では、なかなか変わりにくいものは予算編成の権限を総理直属の

ところに、内閣に置くとか、そういう機構改革などもやはりこれは必要なんだと、従来言

われていることですから、それらを含めて早急に変えていただきたいと思います。 
 残り時間が少ないですから、産業政策の方に移ります。 
 つまりこれだけ規制緩和を進めていく、あるいは円高対策を進めていく中で一番重要な

のは、これからどういう産業政策をとったらいいのか。 
 そこで、通産大臣、私は前回質問したときにも、産業政策で一番重要なものは人材と技

術と、それからマーケットに対する感覚、それに大臣はお金もお入れになると。そうだと

思います。四つ入れたっていいと思うんです。今回の中にもニュービジネスが出ているん

ですが、大臣、十年前もたしかベンチャービジネスブームというのが出たんですね。それ

はうまくいかなかったんです。 
 それで、実はある大学の先生がヒアリングされたそうです、情報通信分野におけるベン

チャービジネスに従事する人に。その中で二番目に多い要望が、一体どういう分野がベン

チャービジネスとして魅力があり有望なのか、その点ガイドラインのようなものを行政の

側で作成してほしいと。それからお金の面のベンチャーキャピタルのキャピタリストに聞

いたんだそうです。彼らベンチャーキャピタリストの中には、ベンチャービジネスの融資

におけるリスクヘッジの手段を政府の側で何とか考えてほしいと。これはベンチャービジ

ネスの精神に違反しているんじゃないかなと思う。そうでしょう。ベンチャーじゃないわ

けです。 
 ということは、日本のこれから産業を考えるに当たって、私は前回、公取委員長と通産

大臣、最後にもう話が分かれましたけれども、いわゆる独禁法第九条、持ち株会社の問題

について議論しなきゃいけないときに来ているんじゃないかというお話をいたしました。 
 それは実はアメリカと日本の人材の流れを見ていると、必ずしも高学歴だからいいとは

言わないんです。しかし、人材の優秀なと思われる、あるいは可能性を持った人間という

のは大企業へ行ったりあるいは官僚に流れた方が多いんじゃないでしょうか。もちろんそ
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れ以外にも弁護士になったりいろんな方はいる。中小企業の方になかなか行かないですね、

日本の場合は。ベンチャービジネスを起こしたらそこに行くんだろうか。 
 そこのところを見たときに、私はやはり、通産大臣、いわゆる大企業のリストラや大企

業の分社化等を通じて、可能性を持ちながらうつうつと、ある意味では今の年功序列的な

システム、これも崩れかかっていると言われますが、そういうところで苦労されている、

いや苦労というよりも、うつうつとした気持ちを持ちながらやっている人たちが生き生き

と仕事ができるような仕組みを考える方が、新たにベンチャービジネスをつくって、ベン

チャーキャピタルをつくってそこにいろんな人材を流し込むというよりも私は早いんじゃ

ないかということで前回あの議論を提起したんです。その点いかがでございましょうか。 
 
○国務大臣（橋本龍太郎君） 私は両方要ると思うんです。そして、委員は、まさにその

分社化のような形態で、既存産業のリストラの中から新しい分野への移行をお考えになる。

私は、これは当然のことながら必要だと思います。そして、現在既に大きな問題がいろい

ろな分野で起こっている状況の中ですから、私は本当に純粋に持ち株会社制限は一刻も早

く公取さんに直していただきたいと思っています。しかし同時に、ベンチャービジネスと

いうものを育成する努力というのも私は同じように必要だと思うんです。今のガイドライ

ンをつくるという話はがっかりしましたが。 
 私は今、例えば大学院あたりの若い諸君の話を聞いておりますと、彼らは必ずしも大企

業志向ではありません。むしろ研究所志向型、あるいはチャンスがあれば新しいものにチ

ャレンジしてみたい、ただしその資金がないという感じがあります。そうなりますと、や

はり私は、本当に民間の資金調達がしやすいように、これは金融・証券の市場においてぜ

ひとも規制緩和を積極的にお願いをし、ＮＡＳＤＡＱに対応できるようなものを育成して

いただきたいとも思いますけれども、同時に、例えば労働省の人材派遣の規制をより積極

的に緩めていただき、専門性を高めることによって違った分野にこれを拡大していくとか、

いろんな道はあると思うんです。 
 ですから、私は必ずしも委員が御指摘のように大企業の分社化等のベンチャー、新規産

業というものには固定すべきではない、両方とも我々は必要だと思っています。 
 
○峰崎直樹君 そうだろうと思います。ただ、現状における人材の蓄積度からすると、こ

れから恐らくそういうベンチャーというようなところにも人がどっと行くようになる、も

っとそれを仕組みとして整備しようと。しかし、今の大半の有能な人材がそこに埋もれて

いるかもしれない、そこをやはり私たちはいかに引き上げていくかという観点が必要なん

だろうと。 
 そこで、公取委員長、前回も最後、ある意味では論議をしなきゃいけないところで終わ

ったんで 
すが、私は公取委員長がおっしゃられたことは、戦後独禁法ができたときに、戦前の三井
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や三菱といったような持ち株会社の財閥をつくって競争制限を、競争制限というかそうい

うものをやっちゃいけないということの指摘は私ももっともだと思うんですが、そこで懸

念されているいわゆる市場メカニズムを阻害するおそれがある性格を持っているとか、あ

るいは事業支配力の過度の集中を防止するという必要があると。もしそうであれば、今の

独禁法で十分、今のあなた方の持ち株会社は明らかに競争を制限しているぞということで

対応できるじゃないですか。私はそういうふうに思っているんですが、大変あれですが、

短くちょっと答弁をお願いいたします。 
 
○政府委員（小粥正巳君） それでは簡潔にお答えを申し上げます。 
 私どもは、今の御指摘に対しては、事業支配力の過度の集中が行われて、それを例えば

今の御質問の前提は解禁をしたらというお話でございましょうから、その場合に独禁法の

他の規定で対応できるかというお尋ねに対しては、対応できない場合もあるのではないか

そういう懸念を率直に持っております。 
 ただ、この点は今回の政府の規制緩和計画を踏まえまして、詳しくは申しませんが、い

ろいろな観点を踏まえながらこの持ち株会社問題の議論を深めるために検討を開始すると

いうことをはっきり申し上げましたので、ただいまの御指摘の点も十分踏まえながら議論

をさせていただきたい、既に私ども検討を始めているということをつけ加えさせていただ

きます。 
 
○峰崎直樹君 時間がもう少なくなって、あとたくさん聞きたいことがまだあるのであり

ますが、規制緩和の問題についてお聞きしたいと思います。 
 その前に、総務庁長官の前に経済企画庁長官に、今年度のエコノミスト賞はどなたがお

とりになったか御存じでしょうか。わからなければわからないで結構です。 
 
○国務大臣（高村正彦君） 存じません。 
 
○峰崎直樹君 そうですか。日本銀行の調査をされた方なんですが、最後まで残った本の

中に、経済企画庁長官のところの白川さんの「内外価格差」という本が最後まで残ったん

です。私もこれ読んで本当に、この間もちょっとお褒めを申し上げたんです。 
 それで、前回もちょっとお話を申し上げましたマクドナルドのハンバーガー、最近ちょ

っと値下がりしたものですから、それでどのぐらいのまた内外価格差ができたかというこ

とについてちょっとお話ししますと、二百十円のハンバーガーが百三十円になりました。

何ともう四割ぐらい下げたんですね。だから着実に価格が下がっているなということを実

感できたと思っているんですが、それでもロサンゼルスで六十五セントですから、これを

一ドル百十円じゃなくて今は九十円ですから、九十円で掛けますと内外価格差は二・一八

倍なんです、まだ。まだまだあるんだなということを、マクドナルドのハンバーガーだけ
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が唯一の基準だと思いませんが、この間お話ししたように、そこまで来ているということ

なんです。 
 そこで、規制緩和の計画が三年に前倒しになった。アメリカの友人に電話をしたら、こ

れは村山総理がやむなく、八十円という円高、また急速に円高が進んだからマーケットに

やられたんじゃないかと。総理の主体性でもってもうこんなものは五年も悠長にしてはお

れないと、リチャード・クーさんが言うように時間は我々にとってアゲンストだというこ

とを考えてこの規制緩和計画が前倒しになっていないということが実は問題なんだと言っ

ているんです。私も五年を三年に縮めるというのは大変なことだというふうに思うんです

が、マーケットの人はそう見ちゃった。 
 総務庁長官、そういう点で規制緩和というのは漢方薬です。即効はないけれども、これ

が実は内外価格差を縮めていき、日本のこれからの貿易黒字の問題を含めて将来的に大変

重要な問題になるし、円安に振れたときもそうなんです。その意味で、これは総理に本当

はお聞きしたいところでもあるんですが、担当大臣でございますのでそこはひとつ、よし、

じゃ政治がそこのところをマーケットに対してきちんと毅然たる態度を示そうというふう

にすべきだと私は思うんですが、その点いかがでございましょうか。 
 
○国務大臣（山口鶴男君） 御存じのとおりに、今度の規制緩和推進計画は、村山内閣が

発足をいたしました直後七月に、五カ年間のタームでもって推進計画をつくるということ

を閣議決定いたしたわけでございます。総理の指示もございまして、できる限り透明性を

確保してということなものですから中間報告もいたしまして、総務庁と内閣官房が各省庁

とぎりぎりの折衝をいたしまして、三月三十一日、あのような形で五カ年間の計画を決定

いたしました。 
 ただ、そこで今回の異常な円高対策、経済対策をどうするかという議論をいたしまして、

その際、これはもう政治家が決断すべきであるということで与党の方は政策調整会議で御

議論もいただいた。また、政府の方は関係閣僚で議論をいたしまして、政府と与党一体と

なって三年計画に前倒しをすると、そういう異常な決意であのような決定をいたしたとい

うことで御理解いただきたいと存じます。 
 
○峰崎直樹君 もう時間がありません。本当にお呼びしている大臣に申しわけないことを

申し上げましたが、最後に、経過を聞いているんじゃないんです、そういうことに対して

政治が本当にこたえなきゃいかぬということについて、これは官房長官、ぜひ総理の方に

も伝えていただいて、ほっておくとまたゆでガエルになりますよということを申し上げて

いただいて、私の質問を終わりたいと思います。 
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